
南風原町議会のしくみ

議　案 …
町長から提出される文書で、議会に決めてもらう必要のあ
るもの。予算や条例、金額の大きな契約など

請　願
陳　情

… 住民から提出される町政についての意見や要望書など

～南風原町議会について分かりやすく説明します～

◆ 「町議会」は何をするところ？ ◆

議会の仕事はいろいろありますが、もっとも大切な仕事のひとつに、

町長から提出される議案や、住民から提出された請願・陳情などを

よく調べ、話し合いをし、賛成・反対を多数決で決めることがあります。

（議決）

南風原町民

南風原町議会

（条例定数１６議員） 町 長

願いを

伝える
町民の

声を聞く

町の予算などを決める

町民の意見を反映させる

予算や条例などを提案する

選挙
町のために

仕事をする



　□平成28年議会の日程

第１回　臨時会

町議会活動の流れ

　町議会議員が集まって南風原町議会が開かれます。
　招集（議会を開くために議員を集めること）は町長が行います。
　町議会には、定期的に開かれる「定例会」と、必要な時に開かれる
  「臨時会」があります。

臨時会　…
町長が必要と認めたときや、議員定数の４分の１以上の
議員から要求があったとき招集されます。

定例会　…
議案の審議や、議員の一般質問を行う会議です。
南風原町議会では年4回（3月・6月・9月・12月）開きます。

1月

2月
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10月

11月

12月

7月

8月

第１回　定例会（本会議・委員会）

第２回　臨時会5月

6月

9月

第３回　臨時会

第4回　定例会（本会議・委員会）

3月

4月

第２回　定例会（本会議・委員会）

第3回　定例会（本会議・委員会）



町議会は次のような流れで進められます

本会議

委員会

本会議

○町長が町の仕事の計画や

お金の使い方などを提案する

○提案の内容を説明する

全員で

話し合う場

○議案について、さらに詳しく調べたり

話し合ったりする

たくさんの仕事を種類ごとに分けて

少ない人数で、より専門的に話し合う場

○委員会で話し合った内容を

みんなに報告

○賛成または反対の立場で

意見を述べる

全員で

話し合う場
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意見を述べる

○賛成か反対かを多数決で

決める（採決）

本会議の様子

議長席

町長側の席

議員



委員会の活動
　
　たくさんの仕事を種類ごとに分けて、少人数で詳しく調べたり、
話し合ったりします。
（１）常任委員会
　現在は３つの常任委員会が設置されています。
　定例会は、「総務民生常任委員会」と「経済教育常任委員会」
に分かれて、担当課からの聞き取りや現場を調査し、より詳しく
議案を審議します。「広報常任委員会」は、広報広聴に取り組ん
でいます。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

総務民生常任委員会
財政、防災、交通安全、ごみ、保健

衛生、お年寄り、障がい者、保育園、

医療費、などについて審査します。

経済教育常任委員会
都市計画、道路、公園、農業、

商工業、文化、スポーツ、学校

などについて審査します。

（３）特別委員会
必要に応じて、臨時的に作られる委員会です。
現在は、設置がありません。過去には、議会活性化調査特別委員会など
がありました

（２）議会運営委員会
議会活動をスムーズに進めるために開かれます。
議会の進め方やルールを決め、議会活動をスムーズに進める
ために開かれます。定例会の日程も議会運営会で決定します。

議会広報常任委員会
議会で審議された内容や議会の活動について

「議会だより」や「インターネット」等で

広報します。アンケートや議会報告会で

広聴も行います。

がありました。



▲定例会における委員会での審議のようす

　【総務民生常任委員会】
町の財政や福祉(医療・保育・介護）、防災や環境衛生などを審議しま
す。
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▲県外の先進地で、自主防災組織や医療の予防事業を学ぶ



▲定例会における町道認定・廃止にかかる現場調査

　
【経済教育常任委員会】
道路や公園整備、農商工農業、学校教育、伝統文化などを審議します。
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▲定例会における委員会の審議のようす
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　【議会広報常任委員会】
議会活動を広報誌などで町民のみなさんにお知らせし、意見も集めま
す。

▲北丘小学校ＰＴＡと、議会広報について意見交換会を行いました。
【はえばる議会だより】は表紙を町民から募集し、題字は小学生から募集しています。

はえばる議会だより189号が第16回沖縄県町村議会広報コンクールで優
秀賞と写真賞を受賞しました。
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▲議会改革をテーマに、県外議会が来庁し、議会運営委員会と意見交換しました。

　【議会運営委員会】
議会の運営に関する事項、議会基本条例、会議規則、委員会条例等に
関する事項や議長の諮問に関する事項について審議します。定例会の
日程も議会運営委員会で決定します。

議会全体の意思を表明するため意見書・決議等も提出します。

（平成２８年提出）

・日米地位協定の見直しに関する意見書

・沖縄県の道路網の整備促進に関する意見書

・米軍属による女性死体遺棄事件に関する意見書（決議）

・交通事故防止対策と飲酒運転根絶のさらなる推進に関する宣言決議



あなたも議会を傍聴しませんか

議員の「一般質問」とは?

　議員個人が町の施策や方針などについて説明を
求めたり質問することを「一般質問」といいます。

例えば
・町民の不便や問題をまとめ、解決を求める
・予算の執行や事業の進捗を問う
・議員が抱いている抱負やアイディアを政策提言
　する

　一般質問は、スムーズな議会運営を行うため、
あらかじめ町長に提出することになっています。
　南風原町議会では、「一般質問席」を設けて、
町長と向かい合って議論を交わします。

※過去の一般質問は
議会広報誌、ＨＰ、会議録で確認できます。

これからの

南風原町に

必要な事！

一般質問席
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　   本会議は原則として公開されていて、だれでも傍聴できます。
　傍聴は議会活動に触れるもっとも身近な方法です。
　議員の活動や町政の方針などを直接見ることができますので、
　傍聴にお越しください。
　傍聴席は２０席あり、車椅子でも傍聴できます。
　本会議当日、南風原町役場５階　傍聴席にご入場ください。
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自宅や会社でも議会中継を見ることができます

「議会の活動が分からない」「行きたくても時間が合わない」
などの声に応えるため、議会映像のインターネット配信をしています。

南風原町ホームページ　http://www.town.haebaru.lg.jp

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ここをクリックすると

再生されます

「議会中継」をクリック



議会活性化の歩み
（一部抜粋）

平成

14年３月

一般質問一問一答方式
一般質問の充実のため、質問制限時間30分以内での一問一答方式を導入しま

した。

21年９月

賛否の状況を公表
賛否が分かれた議案の賛否状況を議会だよりに掲載。

23年６月

議会活性化調査特別委員会設置
「議会基本条例」の制定をはじめ、議会改革の検討を行うため、設置しました。

24年４月

議会活動報告会の実施
町民への情報発信や意見交換の場とするため、議会活動報告会を開催しまし

た。
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町民への情報発信や意見交換の場とするため、議会活動報告会を開催しまし

た。

25年３月

一般質問対面方式採用
町長と向き合い議論するため、一般質問席を演壇向かいに設置しました。

25年９月

一般質問 答弁書配布
質問･答弁の論点を明確にし、充実した質疑になるよう、答弁書を事前配布とし

ました。

25年12月

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる議会中継
本会議の状況をいち早く提供するため、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ中継と録画配信を開始しまし

た。

議会基本条例制定
27年2月

町村議会特別表彰を受賞町村議会特別表彰を受賞


